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　わたしたち野田市民は、日本国憲法、地方自治法の基本理
念に則り、地域の個性を生かしながら、基本的人権を尊重し、
平和を尊ぶ野田らしいまちづくりに懸命に努力を続けている。
　日本国憲法、地方自治法施行５０周年の節目の年にあたり、
わたしたちは、両法の重要性を再認識するとともに、市民憲
章の精神、平和祈念碑の碑文の精神を育みつつ、豊かな自然
と歴史を生かした健康な文化都市を目指すために、ここに野
田市を「個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市」
とすることを宣言する。 （平成９年５月５日）

個性豊かなまちづくりを行う
人権・平和尊重都市宣言
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貴重な野生動植物を保護する樹林地保全条例も（写真は江川地区貴重な野生動植物を保護する樹林地保全条例も（写真は江川地区））


